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ウエストロー・ジャパン、森・濱田松本法律事務所 共催 

「開示規制の最近の動向と法的リスクへの対応」セミナー開催のお知らせ 
 

ウエストロー・ジャパン（東京都千代田区、代表取締役社長 内田祥造）は、本年 10月 26日（火）、
森・濱田松本法律事務所と共同で、「開示規制の最近の動向と法的リスクへの対応」に関するセミナー
を開催します。 

金融商品取引法に基づく開示規則や取引所規則などの頻繁な改正によって、上場企業を取り巻くマーケ
ット関連の規制環境が複雑化しています。これに伴い、企業が対応を誤った場合は、開示書類の虚偽記
載や不提出などの開示規制違反となり、多額の課徴金納付が命じられたり、巨額の損害賠償請求が許容
されたりする事例が増えています。情報開示に向けた企業の責任は、これまで以上に強く求められてい
る状況です。 

こうした状況のもと、内部統制環境の強化、開示規制違反の未然防止は、リスク管理の観点から非常に
重要な課題となっており、本セミナーにご参加を希望する企業の法務、財務、経理、IR部門のご担当者
の方々を募集します。 

本セミナーでは、森・濱田松本法律事務所の講師陣が、最近の開示関連改正とその実務上の注意点なら
びに違反リスクへの対応法について、具体的事例を交えて解説します。また、ウエストロー・ジャパン
の講師が、日本法総合オンラインサービス<Westlaw Japan>のデモを用いながら、法令遵守体制の強化策、
全社的な法的リスク軽減策について説明いたします。 

 

【セミナー概要】 

日時 ：2010年 10月 26日（火） 14：00～17：00（13：30開場）                       
会場 ：大手町サンスカイルーム（千代田区大手町 2－6－1 朝日生命大手町ビル 24階）                         
http://www.sunskyroom.jp/otemachi/traffic.htm                                                                               
定員 ：150名 （本セミナーは、企業の法務部門・財務経理・IR部門のご責任者ならびに実務ご担当    
者を対象としています。定員になり次第締め切りとさせて頂きます。）                                          
参加費 ：無料                                             
主催   ：森・濱田松本法律事務所  ウエストロー・ジャパン株式会社                  
申込方法：ウエストロー・ジャパンウェブサイト
（http://www.westlawjapan.com/event/seminar/101026.html）より 

 

【当日のプログラム】（予定 ※敬称略） 

第 1部                                             
14：00～15：00 
  開示規制の動向と実務対応 
  森・濱田松本法律事務所 弁護士 峯岸 健太郎 
15：10～16：10 
  開示規制違反リスクへの対応 
  森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 藤津 康彦                           

第 2部                                             
16：20～17：00 
  <Westlaw Japan>活用による全社法務リスクの低減 
  ウエストロー・ジャパン株式会社 シニア製品開発アナリスト 市瀬 時人                             

 

一般の方からのお問い合わせ ：ウエストロー・ジャパン株式会社  電話: 0120-100-482 
報道関係者からのお問い合わせ：ウエストロー・ジャパン株式会社 電話: 03-5210-1400/1405  担当：国府田 
ウエストロー・ジャパン(株)広報担当 株式会社エイレックス 電話: 03-3560-1855 担当: 平野/雪野 


